様式第3号（第4条関係）

公営住宅建替事業に伴う明渡し及び移転等に関する契約書


興部町を甲とし、　　　　　　を乙として、当事者間に公営住宅建替事業施行のため、乙の居住する公営住宅の明渡し、移転等に関して次のとおり契約の締結をする。

（明渡し対象住宅）
第1条　この契約書の明渡しの対象となる住宅は、次のとおりとする。

	団地名
	団地

	住宅の所在地
	興部町字興部

	住宅の種類
及び
番号・建設年度
	公営住宅（　）第　　　号

	
	　　　年度建設



（明渡し）
第2条　乙は、前条に規定する住宅を　　年　　月　　日までに乙の責任と費用負担において明渡すものとする。
2　前項の場合において、乙は公営住宅退去届を提出しなければならないものとする。
3　甲は、前項の届け出を受けたときは、速やかにその事実を確認するものとする。
（移転料の支給）
第3条　甲は、前条に規定する明渡しが完了したときは、移転料として次に掲げる額を乙に支給するものとする。

移転料　　　　　　　　　　　円　（諸雑費を含む）



2　甲は、前項に規定する移転料等を乙の移転完了後、乙の請求により支払うものとする。
（公営住宅への入居の保証）
第4条　甲は、乙に対し当該建替事業により新たに公営住宅が建設されたときは、乙の申し出により入居を保証するものとする。
2　乙は、前項の申し出を甲の指定する日から起算して、30日以内にしなければならない。
3　正当な理由がなく、前項の期限までに乙が申し出を行わなかった場合は、公営住宅への入居の権利を放棄したものとみなす。
（信義誠実の義務）
第5条　甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約に定める事項を履行するものとする。
（疑義の決定）
第6条　この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた場合は甲乙両者が協議して定めるものとする。


この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。


　　年　　月　　日

甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　紋別郡興部町字興部710番地　　

氏名　興部町長　　　　　　　　　　㊞

乙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所　紋別郡興部町字興部　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
